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新潟県条例第17号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)に対応する次の表の改正後の欄の表

中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第３（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

新 潟 県 立 新 潟 よ つ ば 学 園 新 潟 市 

  

（略） 
 

別表第３（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

新 潟 県 立 新 潟 盲 学 校 新 潟 市 

新 潟 県 立 新 潟 聾 学 校 新 潟 市 

（略） 
 

  

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


